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保育施設の設備及び運営に関する基準（最低基準）について 

 

策定する条例 

○ 認可保育所の認可基準 

○ 新たな幼保連携型認定子ども園の認可基準 

○ 地域型保育事業（小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育）の認可

基準 

 

スケジュール 

○ 国 

 ➣ 25年末までに認可基準を子ども・子育て会議で決定 

 ➣ 職員配置基準等については 25年度末までに公定価格の議論の中で決定 

 ➣ 25年度末に政省令等の交付 

○ 市 

 ➣ 26年 3月末までに給付部会で論点を整理 

 ➣ 26年 6月末までに答申・意思決定 

 ➣ 26年第３回市議会定例会に条例を上程 

 

検討の視点 

○ 3歳児を中心とした職員配置の見直し（附帯決議） 

➣ 今後、公定価格の議論のなかで検討され基準が示される 

○ 幼保連携型認定こども園の基準との関連 

➣ 今後、公定価格の議論のなかで検討され基準が示される 

○ 認証保育所の認可化との関連 

➣ 面積基準を引き上げた場合に対応できるか検討が必要 

○ 地域型保育事業との関連 

➣ 3歳未満児の基準が影響 地域型保育≧保育所 

○ 条例化と支弁（誘導）との関係 

➣ 一定程度、条例化により義務化すべきではないか 

○ 認可保育所の 2歳児以上の面積状況 

➣ 2歳児以上 2.00㎡への引き上げは 4園で在籍児童を減らす必要あり 

○ 認可保育所の 4歳児以上の職員配置 

➣ 4歳児以上 27：1への引き上げは 3園で在籍児童を減らす必要あり 

○ 調理員の配置基準 

➣ 調理場の面積の関係から 2名しか入れない園がある 
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保育所の設備及び運営に関する基準比較

保育室等の面積

国（厚生省令） 都（条例）

乳児室 1.65㎡以上 0歳児
5.0㎡以上（定員6人以上の定員内）
零歳児保育特別対策事業により誘導

調理員・看護師・嘱託医の人件費分を加算　子育て推進交付金（約1/2）

ほふく室 3.3㎡以上 1歳児 3.3㎡以上

保育室又は遊戯室 1.98㎡以上 1.98㎡以上

屋外遊戯場 3.3㎡以上 3.3㎡以上

保育士の配置

国（厚生省令） 都（条例）

3：1 3：1

6：1 6：1

6：1 6：1

20：1 20：1

30：1 30：1

30：1 30：1

○保育所の設備及び運営に関する基準は、従来は国の省令で全国一律に規定されていたが、児童福祉法の改正により、地方公共団体（都道府
県・指定都市・中核市）が、国の基準を参酌しながら、地域の実情に応じて条例で定めることが可能となった。なお、保育士の配置、居室面積及び
入所者等の人権侵害防止については従うべき基準とされている。

○子ども・子育て関連３法の国会での附帯決議において、三歳児を中心とした職員配置等の見直しについても措置を講ずるべきとされている。

0歳児

1歳児

2歳児

八王子市（支弁要綱）

1.98㎡以上

3.3㎡以上

八王子市（支弁要綱）

3：1

2歳児未満

2歳児以上

3.3㎡以上

5：1
一般保育所対策事業により誘導

運営費に加算　子育て推進交付金（約1/2）

5歳児

6：1

20：1

27：1
4歳以上児保育士加算によりに誘導

市単独補助（平均＠1,680）

3歳児

4歳児

2



市名 乳児室 ほふく室 保育室 屋外遊戯場 医務室 上乗分の根拠

国基準
1.65㎡以上（ほふく
しない段階の乳児１
人につき）

3.3㎡以上（ほふくす
る段階の乳児又は
満２歳に満たない
幼児１人につき）

1.98㎡以上
3.3㎡（満２歳以上
の幼児１人につき）

乳児又は満２
歳に満たない
幼児を入所させ
る保育所に必
置

高崎市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

高松市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

高槻市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

宮崎市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

東大阪市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

秋田市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

青森市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

和歌山市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

久留米市 3.3㎡以上 3.3㎡以上 国基準 国基準

乳児又は満２歳
に満たない幼児
を入所させる保
育所に必置

条例

姫路市 3.3㎡以上 3.3㎡以上 国基準 国基準

乳児又は満２歳
に満たない幼児
を入所させる保
育所に必置

条例

豊橋市

乳児室又はほふく室
として，１人あたり3.3
㎡以上（条例施行時
に現に存する保育所
においては，乳児室
は1.65㎡以上，ほふく
室は3.3㎡とする経過
措置規定あり。）

国基準 国基準 国基準 国基準 条例

下関市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

盛岡市

乳児室又はほふく室とし
て，１人あたり3.3㎡以上
（条例施行時に現に存
する保育所においては，
乳児室は1.65㎡以上，
ほふく室は3.3㎡とする
経過措置規定あり。）

国基準 国基準 国基準 国基準 条例

柏市
3.3㎡以上（乳児又は
満２歳に満たない幼
児１人につき）

国基準 国基準 国基準 国基準 条例

奈良市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

岡崎市 ３．３㎡以上 国基準 国基準 国基準 国基準 条例

前橋市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

施設に関する面積基準
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市名 乳児室 ほふく室 保育室 屋外遊戯場 医務室 上乗分の根拠

高知市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

船橋市
4.95㎡以上（１人当
たり）

4.95㎡以上（１人当
たり）

3.0㎡以上（１人当た
り）（遊戯室と合算し
て）

国基準

乳児又は満２
歳に満たない
幼児を入所させ
る保育所に必
置

条例

松山市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

川越市

5㎡以上（乳児１人に
つき）
3.3㎡以上（満２歳に
満たない幼児１人に
つき）

国基準 国基準 国基準 国基準 条例

函館市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

豊中市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

大津市
1.65㎡（ほふくする乳
児については3.3㎡以
上）

国基準 国基準 国基準 国基準 条例

豊田市 3.3㎡以上 国基準 国基準 国基準 国基準 条例

富山市
国の設備運営基準
と同様

国基準 国基準 国基準 国基準

岐阜市
3.3㎡以上（乳児室
又はほふく室）

国基準 国基準 国基準
すべての保育
所に必置

条例

大分市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

長野市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

長崎市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

横須賀市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

倉敷市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

鹿児島市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

郡山市
3.3㎡以上（幼児又
は2歳に満たない幼
児1人につき）

国基準 国基準 国基準 国基準 条例

金沢市

5㎡以上
ただし、当該地域と保
育所との関わりを考
慮して市長が特に必
要があると認めるとき
にあっては、3.3㎡以
上

5㎡以上
ただし、当該地域と保
育所との関わりを考
慮して市長が特に必
要があると認めるとき
にあっては、3.3㎡以
上

2㎡以上 国基準
すべての保育
所に必置

条例

尼崎市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

宇都宮市 国基準 国基準 国基準 国基準 国基準

八王子市

0歳児定員６人以上の園
5㎡以上(乳児1人につ
き)
3.3㎡以上(満2歳に満た
ない幼児1人につき)

0歳児定員６人以上の園
は看護師(保健師)１人
配置

要綱
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市名 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳以上児 増配置
上乗分の根

拠

国基準 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１
定員９０人以下の施設 １人を増
配置

高崎市 ３：１ ５：１ ６：１ １８：１ ３０：１ 国基準 要綱

高松市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

高槻市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

宮崎市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

東大阪市 ３：１ ５：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準 条例

秋田市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

青森市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

和歌山市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

久留米市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

姫路市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

豊橋市 ３：１ ４．６：１ ５．２：１ ２０：１ ３０：１ 国基準のほか１人 要綱

下関市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

盛岡市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

柏市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

奈良市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１
障害児加配等必要な事項につい
て適宜配置

岡崎市 ３：１ ４：１ ５：１ １８：１ ３０：１ 国基準 条例

前橋市 ３：１ ５：１ ６：１ １６：１ ２７：１
民間 フリー保育士を配置園に補
助 要綱

高知市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

船橋市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

松山市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

川越市 ３：１ ４：１ ６：１ １５：１ ２６：１ 国基準 要綱

保育士配置基準
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市名 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳以上児 増配置
上乗分の根

拠

函館市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

豊中市 ３：１ ５：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準 条例

大津市 ３：１ ５：１ ５：１ ２０：１ ３０：１ 国基準 条例

豊田市 ３：１ ５：１ ５：１ １５：１
２８：１（４歳児）
３０：１（５歳児）

国基準 条例

富山市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

岐阜市 ３：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ ３０：１

○延長保育士 長時間保育士配置
基準により計算して得られた正規保
育士数のうち1名を正規保育士を、残
りは嘱託保育士を配置する。
○充実保育士（休憩時間・年休・週
休対策） 普通保育所で3歳未満児
のいる保育所は嘱託1人を配置す
る。
○障がい児保育士 ３：１で正規職員
を配置し、1名を超える部分について
は嘱託保育士2名に置き換える。

要綱

大分市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

長野市 ３：１ ５：１ ６：１ １８：１ ３０：１ 国基準 要綱

長崎市 3:1 6:1 6:1 20:1 30:1 国基準

横須賀市 2.57：1 4.5：1 5.2：1 18：1 27：1 
・上記のほか保育士1名を配置
・障害児の受け入れを行う保育所に
ついては、配置基準4.5:1を加える。

条例

倉敷市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

鹿児島市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

郡山市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

金沢市 ３：１ ５：１ ６：１ １５：１
（４歳児）２５：１
（５歳児）３０：１

国基準 条例

尼崎市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

宇都宮市 ３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 国基準

八王子市 ３：１ ５：１ ６：１ ２０：１ ２７：１ すべての園　３人増配置 要綱
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市名 調理員の配置 増配置
上乗分
の根拠

国基準

定員４０人以下の保育所　１人
定員４１人～１５０人の保育所　２人
定員１５１人以上の保育所　３人

高崎市 国基準
国基準を超え配置した
場合、1名分補助

要綱

高松市 国基準

高槻市 国基準

宮崎市 国基準

東大阪市 国基準

秋田市 国基準

青森市 国基準

和歌山市 国基準

久留米市 国基準

姫路市 国基準

豊橋市 国基準

下関市 国基準

盛岡市 国基準

柏市 国基準

奈良市 国基準

岡崎市

児童数140人まで　2人分
児童数141～150人　2.5人分
児童数151～174人　3人分
175人～　3.5人分

要綱

前橋市
定員５９人以下の保育所　　２人
定員６０人～１４９人の保育所　　３人
定員１５０人以上の保育所　　　　４人

要綱

高知市 国基準

船橋市 国基準

調理員配置基準
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市名 調理員の配置 増配置
上乗分
の根拠

松山市 国基準

川越市 国基準

函館市 国基準

豊中市 国基準
アレルギー食対応状況
を点数化し、点数によ
り増配置。

要綱

大津市 国基準

豊田市

各保育所1人
0～2歳児定員5人以上　1人
0～2歳児定員30人以上　1人配置することができる。
ただし、当該年度の0～2歳児の入園見込みが20名以下の場合は配置することができな
い。
また、パート職員とし、豊田市が承認した職員とする。
定員200人以上の保育所にあっては1人配置することができる。ただし、パート職員とし、
豊田市が承認した職員とする。

要綱

富山市 国基準

岐阜市

定員69人以下　正規1　嘱託1
定員70人～109人　正規1　嘱託2
定員110人～200人　正規1　嘱託3
定員201人以上　正規1　嘱託4

○延長保育を実施してい
る保育所は嘱託職員1人
○病級・アレルギー対応
としての嘱託調理員4人
を別途配置

要綱

大分市 国基準

長野市

定員　40人以下の保育所　　 　 １人
定員　41人～ 50人の保育所　　１人+パート１人
定員　51人～ 90人の保育所　　２人
定員　91人～130人の保育所　 ２人+パート１人
定員131人～160人の保育所　 ３人
定員161人～190人の保育所 　３人+パート１人
定員191人～210人の保育所 　４人
定員211人～240人の保育所 　４人+パート１人
定員241人以上の保育所　　　　５人

要綱

長崎市 国基準

横須賀市 国基準

倉敷市 国基準

鹿児島市 国基準

郡山市 国基準

金沢市 国基準

尼崎市 国基準

宇都宮市 国基準

八王子市

定員５９人以下の保育所　２人
定員６０人～１４９人の保育所　３人
定員１５０人以上の保育所　４人
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看護師配置基準

市名 看護師の配置
上乗分
の根拠

国基準 なし

高崎市 なし

高松市 なし

高槻市 なし

宮崎市 なし

東大阪市 なし

秋田市 なし

青森市 なし

和歌山市 なし

久留米市 なし

姫路市 なし

豊橋市 なし

下関市 なし

盛岡市 なし

柏市 なし

奈良市 なし

岡崎市 なし

前橋市 なし

高知市 乳児６人以上の園は看護師(保健師)１人配置に努め，乳児９人以上の園は１人を配置する。 要綱

船橋市 なし

松山市 なし

川越市 なし

函館市 なし
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市名 看護師の配置
上乗分
の根拠

豊中市 なし

大津市 なし

豊田市

豊田市が承認した職員で、下記の人数以内。
当該年度の0･1･2歳児の総定員が40人以上で、かつ低年齢児（４か月以上）保育を実施している保育
所にあっては、1人以内。
児童及びその保護者の健康管理及び相談・指導のために雇用する看護師１人以内。

要綱

富山市 なし

岐阜市 0歳児を入所する保育所に1人配置する。ただし、一般保育士の配置基準内とする。 要綱

大分市 ０歳児定員９人以上の保育所に看護師もしくは保健師を１人を配置する。 要綱(補助金なし)

長野市 なし

長崎市 なし

横須賀市 なし

倉敷市 なし

鹿児島市 なし

郡山市
乳児を入所させる保育所に
あっては保健師又は看護士
を配置するよう努める。

要綱(補助金なし)

金沢市 なし

尼崎市 なし

宇都宮市 なし

八王子市 0歳児定員６人以上の園は看護師(保健師)１人配置 要綱
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基本的な考え方
学校かつ児童福祉施設たる「単一の施設」としての幼保連携型認定こども園にふさわしい「単一の基準」とする。
幼稚園と保育所の基準の内容が異なる事項は高い水準を引き継ぐ。

１．学級編成・職員
学級編制

保育認定の有無にかかわらず、満３歳以上の子どもの教育課程に係る教育時間は学級を編制する。

職員配置基準（学級編制基準）

とする。

※ 具体的な職員配置基準（教育課程に係る教育時間の職員配置や常時２人以上の配置を含む）については、指導計画
の作成・教材開発・園内研修・子育て支援活動などの時間の確保、職員配置の改善分について考慮しながら、公定価格の
議論において検討する。

園長等の資格

する。
• 教育職又は児童福祉事業の内容は、基本的に現行の取扱いを踏襲する。
• 「５年以上」の経験は、教育職及び児童福祉事業の経験を合算することも可とする。
ただし、上記と「同等の資質」を有する者についても認めることとする。

する能力を有する者であって、「教諭免許状及び保育士資格を有し、かつ、５年以上の教育職又は児童福祉事業の経験が
ある者」と同等と認められるものとして、設置者（公立は首長等、私立は法人の長等）が認めた場合とする。
※ 運用上、「同等の資質」を有することを設置者が判断する際の指針となる具体的な考え方（例：園長研修の受講等）を示
す。
※ 施行から５年後を目処に、幼保連携型認定こども園の園長の免許・資格の保有状況や研修の実施・受講状況やその内

その他の職員の配置

短時間勤務（非常勤）の職員の扱い

※ 短時間勤務の配置基準上の扱い（常勤換算方法）は、現行の保育所における取扱いをもとに、公定価格の議論におい
て検討。

２．設備
建物及び附属設備の一体的設置

は隣接する敷地内に設けること（公道を挟む程度を含む）を前提とする。
以下の要件を全て満たす場合においては、建物及びその附属設備が同一の敷地内にない場合であっても設置可。
①教育・保育の適切な提供が可能であること
②子どもの移動時の安全が確保されていること
③それぞれの敷地に所在する園舎で、通常、教育・保育を提供する子どもの数や当該子どものために編制する学級数に
応じて、必要な施設・設備（※）を有していること。（なお、既存の幼稚園又は保育所が所在する敷地部分については、それ
に応じた移行特例が活用できるものとする。）
※ 調理室は、それぞれの園舎に設置することまでは求めない。

保育室等の設置
幼稚園・保育所それぞれにおいて求められている保育室等については、全て設置を求めることとする。
（具体的な内容）

において、複数の学級が同時に活動すること等を妨げない場合等）は、保育室と遊戯室の兼用も可。

が望ましい場合等）は、職員室と保健室の兼用も可。
園舎の階数、保育室等の設置階

の実情等を考慮する必要がある場合）は、３階建以上も可。
• 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室、便所については、１階に設置することを原則とし、園舎が耐火建築物で保育所で求
められている待避設備等（階段、待避上有効なバルコニー、転落防止設備等） を備える場合は、２階に設置可。
• 満３歳未満の子どもに係る乳児室、ほふく室、保育室、便所については、園舎が耐火建築物で保育所で求められている
待避設備等（階段、待避上有効なバルコニー、転落防止設備等※）を備える場合は、３階以上に設置可。（満３歳以上の子
どもの保育室等については、３階以上の設置は不可。）

幼保連携型認定こども園の認可基準（平成25年12月11日現在の対応方針案）

既存施設からの移行特例 
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（保育園）
【保育室等の２階設置】保育室等（乳児室・ほふく室・保育室・遊戯室・便所）の２階設置については、園舎が準耐火建築物
であっても、保育所基準（待避上必要な設備）を満たしていれば、設置可。
【保育室等の３階以上の設置】以下の要件を全て満たす場合、年齢にかかわらず保育室等の３階以上の設置可。
① 園舎が耐火建築物であり、保育所基準（待避上必要な設備）を満たしていること。
② 子どもが室内と戸外（園庭）の環境を結びつけて、子ども自ら多様な遊びが展開できるよう、自らの意志で園庭と行き来
しやすい環境作りに配慮し、環境を通じた教育・保育の適切な提供ができると認められる場合。
（幼稚園）
保育室等の２階設置について、幼稚園基準（耐火建築物かつ待避上必要な施設※）を満たしていれば可。
（※ 建築基準法、消防法等で求められている施設を想定）
【現行の幼稚園基準と同内容の移行特例を新設】

園舎・保育室等の面積
園舎面積、保育室等の面積については、いずれも満たすことを求める。

（保育所）
満３歳以上の子どもの保育の用に供する保育室又は遊戯室の面積が、保育所基準（子ども１人につき1.98㎡以上）を満た
している場合は、園舎面積を満たさなくてもよい。
（幼稚園）
園舎面積（満３歳未満の乳幼児の保育の用に供する施設設備の面積を除く）が、幼稚園基準（１学級：180㎡等）以上であ
る場合は、保育室又は遊戯室の面積を満たさなくてもよい。

運動場等の設置・面積

•満３歳以上の子どもに係る幼稚園基準による面積と保育所基準による面積のいずれか大きい方の面積
•満２歳の子どもについて、保育所基準による面積
（保育所）
満３歳以上の子どもの保育の用に供する園庭の面積が、保育所基準（子ども１人につき3.3㎡）以上である場合には、幼稚
園基準（１学級：330㎡等）を満たさなくてもよい。
（幼稚園）
園庭の面積が、幼稚園基準の面積基準（１学級：330㎡等）と、満２歳児の幼児について保育所面積基準（１人につき3.3㎡）
とを合算した面積以上であるときは、保育所面積基準を満たさなくてもよい。

運動場等の設置・面積（代替地の取扱い）
教育的観点（子どもが主体的に自らの意志で自由に利用できる身近な環境の実現等）を重視し、必要な面積は、同一敷地
内又は隣接する位置で確保することを原則とし、代替地の面積算入は不可とする。
※ 実際の公園等の利用を妨げるものではない。
以下の要件を全て満たす「幼稚園」又は「保育所」
○ これまでの「幼稚園」又は「保育所」としての運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるもの
○ 「幼稚園」又は「保育所」を廃止し、当該「幼稚園」又は「保育所」の施設を活用して幼保連携型認定こども園へ移行する
場合
満２歳以上の子どもに係る園庭の必要面積を、園舎と同一敷地内又は隣接する位置にある園庭で確保できない場合、満
２歳の子どもに係る必要面積（１人につき３．３㎡）に限り、以下の要件を全て満たす場合は、代替地の面積算入を認める。
（年齢による面積基準の算定は、実際の利用の状況まで縛るものではない。）
①子どもの安全な移動手段が確保されていること
②子どもが安全に利用できる場所
③利用時間を日常的に確保できる場所

運動場等の設置・面積（屋上の取扱い）
教育的観点（子どもが主体的に自らの意志で自由に利用できる身近な環境の実現等）を重視し、必要な面積は、同一敷地
内又は隣接する位置で確保することを原則とし、屋上の面積算入は不可とする。
※実際の屋上の利用を妨げるものではない。
以下の要件を全て満たす「幼稚園」又は「保育所」
○ これまでの「幼稚園」又は「保育所」としての運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるもの
○ 「幼稚園」又は「保育所」を廃止し、当該「幼稚園」又は「保育所」の施設を活用して幼保連携型認定こども園へ移行する
場合
満２歳以上の子どもに係る園庭の必要面積を、園舎と同一敷地内又は隣接する位置にある園庭で確保できない場合、満
２歳の子どもに係る必要面積（１人につき３．３㎡）に限り、以下の要件を全て満たす場合は、屋上の面積算入を認める。
（年齢による面積基準の算定は、実際の利用の状況まで縛るものではない。）
① 耐火建築物であること
② 幼保連携型認定こども園保育要領（仮称）に示された教育・保育内容が、効果的に実施できるよう配慮すること。
③ 屋上施設として、便所、水飲み場等を設けること。

運動場等の設置・面積（名称）
認可基準上の運動場・屋外遊戯場の名称は、必要な設備として求められる本来の役割（運動による身体の発達を目的と
することに加え、環境を通した教育・保育を実現するための場として、幼児が自然と触れ合う体験などを通じて主体的に
様々な遊びを幼児自身によって試し創造するなど、自らの意志で日常的に活動できる場所であること等）を考慮し、よりふ
さわしいものとして「園庭」とする。

その他の設備
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３．運営
教育時間・保育時間等

とする。

は、弾力的な取扱いを認める。
※ 保育認定の２号子ども・３号子どもに対する教育・保育を提供する時間については、現行の保育所における基準（原則
８時間。その地方における保護者の労働時間その他家庭状況等を考慮して定める。）等を踏まえ、公定価格や保育の必要
性の認定における保育必要量の区分に関する議論と整合性を図りつつ検討。

食事の提供（提供方法）

り、外部搬入を可とする。

当の日」を設定する等）の際には、弁当持参を認める弾力的な取扱いとする。
調理室等の設置

はなく、提供すべき人数に応じて必要な調理設備を備えていれば可とする。

の調理機能を有する設備を備えるものとする。
園児要録・出席簿

に送付することとする。
研修等

職員会議

運営状況評価（法律事項以外）

※ 第三者評価については、公定価格の議論において費用負担を検討。
苦情解決

家庭・地域との連携、保護者との連絡

健康診断

※ 公定価格の議論において、費用負担について検討。
感染症に係る臨時休業・出席停止

場合の子どもの保育を継続する方策、具体的な配慮事項等について、別途検討する。
子育て支援（認定こども園法で規定されている事項以外）
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利用者負担について 

 

国基準の検討状況 

 

○ 利用者負担の制度改正検討時点での整理 

➣ 所得階層区分は市町村民税額を基に階層区分を設定。 

➣ 教育標準時間認定を受けた子どもは現行の利用者負担の水準を基本とする。 

➣ 保育標準時間認定を受けた子どもは現行の利用者負担の水準を基本とする。 

➣ 保育短時間認定を受けた子どもは保育標準時間認定を受けた子どもの負担額の一定

割合に設定する。 

➣ 保育認定を受けた子ども（満３歳以上）と教育標準時間認定を受けた子どもとの利 

用者負担との整合性を考慮する。 

 ➣ 家庭的保育、小規模保育等の多様な保育についても、同様の整理を基本とする。 

  

 

市の検討項目 

 

○ 負担水準 

➣ 保育標準時間認定を受けた子ども分を現行保育料の水準とするか。 

➣ 保育短時間認定を受けた子ども分を現行水準とするか。 

➣ その中間とするか。 

➣ 近隣市との負担水準の摺合せも必要ではないか。 

➣ 現行の 26所得階層を基本とするか。 

➣ 教育標準時間認定を受けた子どもの利用者負担の水準の考え方の整理。 

 

○ 現行基準額表の改善 

➣ 国の第 5階層・第 8階層部分の区分分けを増。 

➣ 3歳以上の 20階層から 26階層の百円刻みは不要。 

（就園奨励費の所得制限は市の 16階層程度） 
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平成２４年度民間保育所運営経費（決算額） （単位：千円）

国負担金 都道府県負担金 市・区負担金

1/2 1/4 1/4

2,115,724 1,057,862 1,057,862

保護者負担金調定額 市・区保育料軽減分

（市・区基準保育料） （肩代わり分）

（51.1％） （48.9％）

1,580,049 1,514,040

3,094,089

保育所運営費支弁総額　（国基準運営費）

7,325,537

徴収金（保育料）

（国基準徴収額）
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○平成24年度　２６市保育料（国基準）負担割合
（単位：千円）

順位 保護者負担分 構成比（％） 市肩代わり分 構成比（％） 国基準徴収額

1 Ａ 634,442 55.5 508,755 44.5 1,143,197

2 Ｂ 361,519 53.8 310,153 46.2 671,672

3 Ｃ 192,909 53.4 168,484 46.6 361,393

4 Ｄ 329,012 52.6 295,921 47.4 624,933

5 Ｅ 315,476 51.6 295,938 48.4 611,414

Ｆ 339,454 51.3 322,539 48.7 661,993

Ｇ 328,115 51.3 310,986 48.7 639,101

8 八王子 1,835,148 50.7 1,787,023 49.3 3,622,171

9 Ｉ 616,799 50.5 604,502 49.5 1,221,301

10 Ｊ 550,380 50.3 542,874 49.7 1,093,254

Ｋ 395,259 50.1 393,737 49.9 788,996

Ｌ 237,072 50.1 236,425 49.9 473,497

Ｍ 897,991 49.0 933,999 51.0 1,831,990

Ｎ 732,647 49.0 761,770 51.0 1,494,417

15 Ｏ 1,130,817 48.8 1,184,781 51.2 2,315,598

16 P 468,291 48.5 497,348 51.5 965,639

17 Ｑ 449,367 47.9 489,380 52.1 938,747

Ｒ 327,437 47.6 360,022 52.4 687,459

Ｓ 206,200 47.6 227,344 52.4 433,544

20 Ｔ 297,686 47.1 334,874 52.9 632,560

Ｕ 402,995 46.7 459,876 53.3 862,871

Ｖ 603,221 46.7 689,651 53.3 1,292,872

23 Ｗ 369,938 45.7 438,791 54.3 808,729

24 Ｘ 207,053 45.6 246,777 54.4 453,830

25 Ｙ 566,964 44.3 712,495 55.7 1,279,459

26 Ｚ 183,255 43.7 235,929 56.3 419,184

計 12,979,447 13,350,374 26,329,821

平均 499,210 49.3 513,476 50.7 1,012,685

6

11

13

18

21
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○平成24年度　２３区保育料（国基準）負担割合
（単位：千円）

順位 区名 保護者負担分 構成比（％） 市肩代わり分 構成比（％） 国基準徴収額

1 Ａ 229,589 56.3 178,551 43.7 408,140

2 Ｂ 800,331 55.1 652,772 44.9 1,453,103

3 Ｃ 868,685 54.3 729,822 45.7 1,598,507

4 Ｄ 1,146,713 54.1 971,707 45.9 2,118,420

5 Ｅ 29,623 52.8 26,505 47.2 56,128

6 Ｆ 684,387 51.3 649,818 48.7 1,334,205

7 Ｇ 339,726 50.6 332,286 49.4 672,012

8 Ｈ 363,027 50.0 362,836 50.0 725,863

9 Ｉ 353,463 49.5 361,232 50.5 714,695

10 Ｊ 184,916 48.9 193,271 51.1 378,187

11 Ｋ 339,869 48.6 358,751 51.4 698,620

12 Ｌ 999,139 48.2 1,073,521 51.8 2,072,660

13 Ｍ 282,443 46.4 326,472 53.6 608,915

14 Ｎ 191,739 46.3 222,277 53.7 414,016

15 Ｏ 908,354 45.7 1,080,245 54.3 1,988,599

16 Ｐ 169,091 45.4 203,255 54.6 372,346

17 Ｑ 146,832 44.8 180,817 55.2 327,649

18 Ｒ 127,424 42.9 169,520 57.1 296,944

19 Ｓ 550,387 41.5 776,505 58.5 1,326,892

20 Ｔ 107,585 39.5 164,564 60.5 272,149

21 Ｕ 131,841 32.5 274,432 67.5 406,273

－ Ｖ

－ Ｗ

計 8,955,164 49.1 9,289,159 50.9 18,244,323

平均 426,436 49.1 442,341 50.9 868,777
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○平成24年度　中核市保育料（国基準）負担割合 （単位：千円）

順位 市名 保護者負担分 構成比（％） 市肩代わり分 構成比（％） 国基準徴収額

1 Ａ 1,817,348 83.6 356,184 16.4 2,173,532

2 Ｂ 1,632,063 82.8 338,957 17.2 1,971,020

3 Ｃ 1,656,056 80.6 397,939 19.4 2,053,995

4 Ｄ 2,844,151 79.9 715,809 20.1 3,559,960

Ｅ 1,308,917 79.1 346,472 20.9 1,655,389

Ｆ 698,653 79.1 185,073 20.9 883,726

7 Ｇ 839,238 78.2 233,874 21.8 1,073,112

8 Ｈ 1,154,353 77.9 326,929 22.1 1,481,282

9 Ｉ 1,839,529 77.2 544,444 22.8 2,383,973

10 Ｊ 1,292,682 76.8 391,203 23.2 1,683,885

11 Ｋ 1,180,416 76.5 363,524 23.5 1,543,940

12 Ｌ 1,176,820 76.3 364,777 23.7 1,541,597

13 Ｍ 1,890,689 75.4 617,203 24.6 2,507,892

14 Ｎ 2,890,775 75.3 949,708 24.7 3,840,483

15 Ｏ 1,234,654 74.7 417,127 25.3 1,651,781

16 Ｐ 1,347,480 74.6 458,277 25.4 1,805,757

17 Ｑ 2,038,197 74.4 701,687 25.6 2,739,884

18 Ｒ 2,357,710 72.7 883,539 27.3 3,241,249

19 Ｓ 1,986,593 72.0 773,648 28.0 2,760,241

Ｔ 1,004,209 71.6 397,682 28.4 1,401,891

Ｕ 1,002,730 71.6 398,319 28.4 1,401,049

22 Ｖ 720,730 69.0 323,396 31.0 1,044,126

23 Ｗ 1,166,910 68.1 545,887 31.9 1,712,797

24 Ｘ 1,325,048 67.9 626,727 32.1 1,951,775

25 Ｙ 1,027,913 67.2 500,878 32.8 1,528,791

Ｚ 1,443,856 66.9 714,006 33.1 2,157,862

ＡＡ 433,023 66.9 214,727 33.1 647,750

28 ＡＢ 1,259,178 64.3 699,208 35.7 1,958,386

29 ＡＣ 755,671 64.0 424,863 36.0 1,180,534

30 ＡＤ 360,504 63.6 206,185 36.4 566,689

ＡＥ 1,359,896 60.5 886,840 39.5 2,246,736

ＡＦ 1,622,819 60.5 1,059,220 39.5 2,682,039

33 ＡＧ 1,019,586 58.5 723,481 41.5 1,743,067

34 ＡＨ 1,243,646 58.3 890,604 41.7 2,134,250

35 ＡＩ 601,700 56.5 462,529 43.5 1,064,229

36 ＡＪ 326,755 49.9 327,588 50.1 654,343

計 47,860,498 18,768,514 66,629,012

平均 1,329,458 71.8 521,348 28.2 1,850,806

5

20

26

31
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年齢別保育経費の状況（平成２４年度決算ベース） （単位：円）

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳以上 計

1,476,806,550 1,398,523,590 1,833,592,800 848,090,040 1,407,439,810 6,964,452,790

3,777,087 6,257,969 8,204,771 8,767,866 17,712,096 44,719,790

16,456,406 27,265,367 35,747,399 38,200,749 77,169,898 194,839,820

793,074 1,313,984 1,722,753 1,840,986 3,719,003 9,389,800

652,329 1,080,793 1,417,019 1,514,270 3,058,999 7,723,410

1,185,051 1,963,420 2,574,224 2,750,894 5,557,121 14,030,710

189,473,800 456,205,500 265,833,830 274,616,860 546,814,130 1,732,944,120

保健師等の配置 366,872,420 － － － － 366,872,420

調理員の増配置 285,704,950 － － － － 285,704,950

嘱託医手当加算 9,363,200 － － － － 9,363,200

39,852,060 － － － － 39,852,060

特例保育士加算 59,692,559 98,900,059 129,667,055 138,566,126 279,919,481 706,745,280

特例パート保育士加算 41,085,191 68,070,927 89,247,233 95,372,285 192,662,964 486,438,600

採暖費加算 295,614 489,781 642,147 686,218 1,386,239 3,500,000

1,688,637 2,797,775 3,668,139 3,919,884 7,918,616 19,993,052

1,686,479 2,794,199 3,663,451 3,914,875 7,908,496 19,967,500

2,437,616 4,038,701 5,295,108 5,658,512 11,430,843 28,860,780

40,315 66,795 87,574 93,584 189,051 477,320

381,359 631,845 828,407 885,261 1,788,328 4,515,200

664,879 1,101,587 1,444,281 1,543,403 3,117,851 7,872,000

177,369 293,868 385,288 411,731 831,744 2,100,000

529,910 877,967 1,151,095 1,230,095 2,484,933 6,274,000

４時間超 687,328 1,138,782 1,493,048 1,595,516 3,223,126 8,137,800

４時間以下 65,778 108,983 142,887 152,693 308,458 778,800

13,049 21,620 28,346 30,292 61,193 154,500

33,020,193 54,708,645 71,728,056 76,650,764 154,843,342 390,951,000

４時間以上 1,119,111 1,854,170 2,430,987 2,597,826 5,247,906 13,250,000

４時間未満 25,761 42,681 55,959 59,799 120,801 305,000

6,283,441 10,410,555 13,649,193 14,585,939 29,465,272 74,394,400

260,510 431,619 565,892 604,730 1,221,624 3,084,375

451,403 747,895 980,559 1,047,855 2,116,788 5,344,500

4,527 7,501 9,834 10,509 21,229 53,600

257,607 426,809 559,586 597,990 1,208,009 3,050,000

650,351 1,077,518 1,412,724 1,509,680 3,049,727 7,700,000

385,438 638,603 837,267 894,729 1,807,455 4,563,493

573,835 950,743 1,246,512 1,332,060 2,690,914 6,794,064

289,871 480,265 629,671 672,886 1,359,307 3,432,000

10,672,248 17,682,035 23,182,771 24,773,809 50,045,937 126,356,800

165,713 274,557 359,970 384,674 777,086 1,962,000

－ － － － 63,534,070 63,534,070

2,554,543,018 2,163,677,109 2,504,485,840 1,555,565,389 2,892,211,847 11,670,483,204

8,331 13,803 18,097 19,339 39,067 98,637

306,631 156,754 138,392 80,437 74,032 118,317

区分

延在籍児童数

保育経費総額

国
基
準

施設機能強化推進費

入所児童処遇特別加算

零歳児保育推進加算

１１時間開所保育対策事業

保育対策等

子育てひろば事業

都
加
算
分

緊急保育

代替保健婦雇上対策費

研修助成費

その他

延長保育国加算分

嘱託医手当加算

地域活動事業

障害児保育円滑化事業

市
加
算
分

施設運営調整費

日本スポーツ振興センター

アレルギー児加算

一時保育助成費

延長保育国基本分

年齢別経費（月額）

一般保育所対策事業

国基準

事務職員雇上費

主任保育士専任加算

採暖費

施設運営調整費

法人運営管理費

法人等活動対策費

弾力化協力加算

零歳児保育特別対策事業

産休・病休代替職員費等

４歳以上児保育士加算

障害児等保育助成費

一時保育

定期利用保育
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児童一人あたりの保育経費と平均保育料 

保育経費月額 

平均保育料 

※保育経費は、平成24年度実績。平均保育料は、平成25年10月在籍児童より。  (単位：円） 
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所得税額・市民税額（所得割額）の比較と平成25年10月1日在籍児童数（全年齢）

現行市基準額

区分

1 生活保護法による被保護世帯 生活保護法による被保護世帯 生活保護法による被保護世帯 0円 226人 2.23% 31人 0.42%

2 市町村民税非課税世帯 （前前年分）～2,559,000円 ～1,610,000円 0円 1,066人 10.51% 369人 5.01%

3 均等割のみ （前前年分）～2,715,000円 ～1,720,000円 0円 129人 1.27% 52人 0.71%

4 市民税所得割11,000円未満 （前前年分）～2,976,000円 ～1,900,400円 ～10,900円 94人 0.93% 8人 0.11%

5 市民税所得割11,000円以上 （前前年分）2,976,000円～ 1,903,200円～ 11,100円～ 333人 3.28% 0人 0.00%

6 100～3,000円未満 2,840,000～2,935,000円 1,808,000円～1,872,400円 6,200～9,400円 103人 1.02% 5人 0.07%

7 3,000～7,000円未満 ～3,067,000円 ～1,964,800円 ～14,200円 149人 1.47% 8人 0.11%

8 7,000～13,000円未満 ～3,267,000円 ～2,104,800円 ～21,400円 197人 1.94% 15人 0.20%

9 13,000～19,000円未満 ～3,467,000円 ～2,244,800円 ～28,600円 244人 2.41% 17人 0.23%

10 19,000～38,000円未満 ～4,031,000円 ～2,682,400円 ～51,500円 852人 8.40% 130人 1.77%

11 38,000～57,000円未満 ～4,571,000円 ～3,114,400円 ～74,200円 834人 8.22% 337人 4.58%

12 57,000～75,000円未満 ～5,087,000円 ～3,527,200円 ～95,800円 772人 7.61% 428人 5.81%

13 75,000～94,000円未満 ～5,631,000円 ～3,962,400円 ～121,100円 795人 7.84% 730人 9.91%

14 94,000～129,000円未満 ～6,179,000円 ～4,400,800円 ～146,200円 1,030人 10.15% 780人 10.59%

15 129,000～166,000円未満 ～6,693,000円 ～4,823,700円 ～168,500円 775人 7.64% 755人 10.25%

16 166,000～203,000円未満 ～7,156,000円 ～5,240,400円 ～190,700円 572人 5.64% 670人 9.10%

17 203,000～241,000円未満 ～7,578,000円 ～5,620,200円 ～211,000円 421人 4.15% 518人 7.03%

18 241,000～279,000円未満 ～7,816,000円 ～5,834,400円 ～222,400円 313人 3.09% 295人 4.01%

19 279,000～316,000円未満 ～8,047,000円 ～6,042,300円 ～233,500円 209人 2.06% 241人 3.27%

20 316,000～353,000円未満 ～8,278,000円 ～6,250,200円 ～244,600円 165人 1.63% 225人 3.05%

21 353,000～391,000円未満 ～8,516,000円 ～6,464,400円 ～256,000円 134人 1.32% 193人 2.62%

22 391,000～429,000円未満 ～8,753,000円 ～6,677,700円 ～267,400円 91人 0.90% 142人 1.93%

23 429,000～466,000円未満 ～8,984,000円 ～6,885,600円 ～278,500円 69人 0.68% 164人 2.23%

24 466,000～528,000円未満 ～9,372,000円 ～7,234,800円 ～297,100円 87人 0.86% 206人 2.80%

25 528,000～591,000円未満 ～9,766,000円 ～7,589,400円 ～316,000円 89人 0.88% 201人 2.73%

26 591,000円以上 9,766,249円～ 7,589,624円～ 316,000円～ 394人 3.88% 844人 11.46%

小計 10,143人 99.99% 7,364人 99.99%

保育料未決定 1人 0.01% 1人 0.01%

※控除は人的控除及び社会保険控除（一律10％）とした。 合計 10,144人 100.00% 7,365人 100.00%

幼稚園
在籍児童

数

幼稚園在
籍構成比

※モデル世帯として、父、母、就学前児童2人の4人世帯とし、母と子は
父の税法上の扶養とした。

区
分

推定市民税
所得割額

保育園
在籍児童

数

保育園在
籍構成比

推定収入 推定所得額

2.23% 
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1.27% 

0.93% 

3.28% 

1.02% 

1.47% 

1.94% 

2.41% 

8.40% 

8.22% 

7.61% 
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10.15% 
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4.15% 

3.09% 

2.06% 
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0.90% 
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0.86% 

0.88% 

3.88% 

0.42% 
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0.71% 

0.11% 

0.00% 

0.07% 

0.11% 

0.20% 

0.23% 
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5.81% 
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幼稚園名 合計額 保育料 入園料 施設費 その他

1 515,200 240,000 100,000 30,000 145,200

2 497,000 306,000 90,000 50,000 51,000

3 495,000 306,000 100,000 40,000 49,000

（参考）区部幼稚園の平均 479,874 ― ― ― ―

4 467,000 318,000 90,000 0 59,000

（参考）都内幼稚園の平均 459,471 314,443 103,037 14,824 27,167

5 453,000 336,000 100,000 0 17,000

6 440,500 270,000 100,000 0 70,500

7 436,000 300,000 70,000 30,000 36,000

8 436,000 312,000 100,000 0 24,000

9 426,000 288,000 80,000 20,000 38,000

（参考）市町部幼稚園の平均 421,413 ― ― ― ―

10 417,800 286,800 100,000 0 31,000

11 415,000 288,000 100,000 0 27,000

（参考）市内幼稚園の平均 410,882 283,510 82,258 11,387 33,727

12 410,500 288,000 90,000 10,000 22,500

13 410,000 300,000 80,000 0 30,000

14 408,000 252,000 50,000 50,000 56,000

15 408,000 276,000 80,000 30,000 22,000

16 407,000 306,000 55,000 0 46,000

17 406,000 240,000 80,000 20,000 66,000

18 406,000 240,000 80,000 20,000 66,000

19 402,000 282,000 110,000 0 10,000

20 398,000 288,000 85,000 0 25,000

21 397,200 294,000 80,000 0 23,200

22 389,020 276,000 80,000 13,000 20,020

23 388,400 288,000 80,000 0 20,400

24 386,400 288,000 80,000 0 18,400

25 384,400 306,000 75,000 0 3,400

26 384,000 300,000 80,000 0 4,000

27 383,000 312,000 65,000 0 6,000

28 359,000 252,000 70,000 20,000 17,000

29 349,920 276,000 60,000 0 13,920

30 334,000 234,000 90,000 0 10,000

31 328,000 240,000 50,000 20,000 18,000

平成25年度八王子市内私立幼稚園入園児（４歳児）初年度納付金
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○幼稚園保護者への補助金 ○幼稚園保育料実負担額

就園奨励費 計

年額 年額 年額 年額
月額

（年額/12）
年額

月額
（年額/12）

年額
月額

（年額/12）

①生活保護世帯 ― 229,200 116,400 345,600 0 0 0 0 0 0

②市民税非課税世帯 ～270万円 199,200 116,400 315,600 0 0 0 0 20,400 1,700

③所得割課税額
　34,500円以下

～360万円 115,200 96,000 211,200 22,800 1,900 72,310 6,026 124,800 10,400

④所得割課税額
　183,000円以下

～680万円 62,200 84,000 146,200 87,800 7,317 137,310 11,443 189,800 15,817

0 70,800 70,800 163,200 13,600 212,710 17,726 265,200 22,100

0 0 0 234,000 19,500 283,510 23,626 336,000 28,000

Ａ園
（234,000円/年）

市内幼稚園平均
（283,510円/年）

Ｂ園
（336,000円/年）

⑤所得割課税額
　183,001円以上

680万円～

階層区分 推定年収

保護者負
担

軽減補助
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階層区
分

定義
（　）は推定年収

3歳未満 3歳以上 3歳未満 3歳以上

第１階層
生活保護法による

被保護世帯
0円 0円 1

生活保護法による
被保護世帯

0円 0円

第２階層 市町村民税非課税世帯 9,000円 6,000円 2 市町村民税非課税世帯 0円 0円

3 均等割のみ 6,400円 5,900円

4 市民税所得割11,000円未満 6,700円 6,300円

5 市民税所得割11,000円以上 7,100円 6,700円

6 100～3,000円未満 8,700円 8,200円

7 3,000～7,000円未満 9,700円 9,600円

8 7,000～13,000円未満 10,700円 10,400円

9 13,000～19,000円未満 11,700円 11,500円

10 19,000～38,000円未満 14,100円 12,600円

12 57,000～75,000円未満 20,700円 15,700円

13 75,000～94,000円未満 23,300円 17,100円

15 129,000～166,000円未満 27,500円 20,400円

16 166,000～203,000円未満 29,400円 23,100円

17 203,000～241,000円未満 32,000円 25,400円

18 241,000～279,000円未満 34,600円 26,700円

19 279,000～316,000円未満 36,500円 27,500円

20 316,000～353,000円未満 39,200円 27,600円

21 353,000～391,000円未満 41,700円 27,700円

23 429,000～466,000円未満 46,200円 27,900円

24 466,000～528,000円未満 48,300円 28,000円

25 528,000～591,000円未満 50,400円 28,100円

第8階層
734,000円以上
（1130万円～）

104,000円 101,000円

38,000～57,000円未満

国・市保育料基準額比較

国基準額 市基準額

区分

第３階層
市町村民税課税世帯

（～330万円）
19,500円 16,500円

第４階層
40,000円未満
（～470万円）

30,000円 27,000円

11

第５階層
40,000円～103,000円未満

（～640万円）
44,500円 41,500円

14

17,400円 14,100円

391,000～429,000円未満

94,000～129,000円未満 25,500円 18,800円

第６階層
103,000円～413,000円未満

（～930万円）
61,000円 58,000円

22

第７階層
413,000円～734,000円未満

（～1130万円）
80,000円 77,000円

26

43,900円 27,800円

591,000円以上 52,500円 28,200円
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3歳未満 3歳以上 3号標準 3号短 2号標準 2号短 1号

1 生活保護世帯 0円 0円 Ⅰ 0円 1 生活保護世帯

2 非課税世帯 0円 0円 0円 2 非課税世帯

3 均等割のみ 6,400円 5,900円  0～1,700円 3 均等割のみ

4 所得割11,000円未満 6,700円 6,300円 4 所得割11,000円未満

5 所得割11,000円以上 7,100円 6,700円 5 所得割11,000円以上

6 3,000円未満 8,700円 8,200円 6 15,400円未満

7 7,000円未満 9,700円 9,600円 7 22,600円未満

8 13,000円未満 10,700円 10,400円 8 34,000円未満

9 19,000円未満 11,700円 11,500円 9 46,000円未満

10 38,000円未満 14,100円 12,600円 10 85,100円未満

11 57,000円未満 17,400円 14,100円 11 122,200円未満

12 75,000円未満 20,700円 15,700円 12 157,900円未満

13 94,000円未満 23,300円 17,100円 13 197,100円未満

14 129,000円未満 25,500円 18,800円 14 238,100円未満

15 166,000円未満 27,500円 20,400円 15 275,000円未満

16 203,000円未満 29,400円 23,100円 16 312,300円未満

17 241,000円未満 32,000円 25,400円 17 345,100円未満

18 279,000円未満 34,600円 26,700円 18 365,100円未満

19 316,000円未満 36,500円 27,500円 19 383,500円未満

20 353,000円未満 39,200円 27,600円 20 401,900円未満

21 391,000円未満 41,700円 27,700円 21 420,300円未満

22 429,000円未満 43,900円 27,800円 22 439,500円未満

23 466,000円未満 46,200円 27,900円 23 457,900円未満

24 528,000円未満 48,300円 28,000円 24 489,100円未満

25 591,000円未満 50,400円 28,100円 25 520,300円未満

655,000円未満 26 238,100円未満

734,000円未満 27 590,500円未満

734,000円以上 28 590,500円以上

26

Ⅱ

52,500円 28,200円

Ⅲ
1,900
～10,400円

Ⅳ
7,317
～15,817円

以
外

13,600
～22,100円

19,500
～28,000円

現行保育料 利用者負担額（案3）

所得税区分 幼稚園 市民税区分

イメージ 
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